
階

地下 階

　　　年　　　月　　　日

受 水 槽 撤 去 通 知 書

建　物　所　在　地 区

建　 物 　名 　称 階数
地上

撤　去　受　水　槽

（ 有  効  容  量 ）
ｍ３　　　　　　　　　　

連　　　絡　　　先 電話 （ ） -

撤　去　年　月　日 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

簡易専用水道使用届

の届出有無

　　有　　（施設番号　　　　　　　                 　　　　　　　　）

　　無

撤　　去　　理

由

　１　直結給水方式への変更

　２　建物解体による

　３　その他（

）

受　　　付　　　欄

水道局

東部水道センター

※撤去又は用途変更した受水槽が簡易専用水道に該当する場合は、建物所在地を所管する生活衛生監視事務

所へ簡易専用水道廃止届を届け出ること。

水道局

給水課
健康局

生活衛生監視事務所

環境衛生監視課

給水装置工事業者名
及 び 住  所  ・  電 話

（電話） - -

　備考

※直結増圧への改造後も既存の高置水槽を使用する場合、及び既設の受水槽を防火用として用途変更

する場合は、備考欄にその旨を記入し、高置水槽を使用する場合はその有効容量を記入すること。


